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​脱炭素社会の実現に向け、電気自動車（EV）等の購入・設置費用を補助する、『札幌市ゼロエミッ​

​ション自動車購入等補助制度』の受付を開始しましたので、お知らせします。​

​補助制度の概要​

​1.​ ​補助対象及び補助額​

​※　集合住宅のオーナーやマンション管理組合などが集合住宅に設置する場合に限ります。​

​※　設置者のみが使用するものを除きます。​

​2.​ ​補助額の上乗せ（補助額が1.5倍となる場合）について​

​以下のいずれかの要件を満たす場合には、対象自動車の補助額が通常の1.5倍となります。​

​●​ ​補助対象自動車購入の際に、低年式自動車（登録等から13年超）の登録を抹消する場合​

​●​ ​EV、軽EVまたはFCVとV2H充放電設備の両方を1台ずつ同時に交付申請する場合​

​●​ ​EV、軽EVまたはFCVの使用の本拠となる住宅や事務所で再エネ100％プランを契約する場合​

​3.​ ​募集期間（先着順に受付し、予算に達した時点で募集を終了します。）​

​令和8年4月24日（金）～令和9年2月28日（日）​

​4.​ ​ホームページ（補助の詳細は必ずこちらの記載内容をご確認ください）​

​https://www.city.sapporo.jp/kankyo/zidousya_kankyo/jisedai_hojo.html​

​お問い合わせ先​

​令和８年度「札幌市ゼロエミッション自動車購入等補助制度交付申請」の​

​受付を開始しました​

​補助対象​ ​上限額​

​　電気自動車（EV）​ ​定額10万円​

​　軽電気自動車（軽EV）​ ​定額5万円​

​　燃料電池自動車（FCV）​ ​定額50万円​

​　V2H充放電設備​ ​本体購入価格（値引後税抜）の3分の1、上限15万円/台​

​　基礎充電設備​​※​ ​札幌市以外の補助と対象経費の差額の2分の１、​

​上限15万円/基（最大5基まで）​

​＜申請窓口・一般の方向けのお問い合わせ先＞　​

​　「札幌市ゼロエミッション自動車購入等補助制度受付係」​

​　TEL　011-700-0699　（平日のみ午前10時～午後5時半まで）​

​　書類送付先：　〒065-0012　札幌市北十二条郵便局留め​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「札幌市ゼロエミッション自動車購入等補助制度受付係」​

​＜本件（報道関係）に関するお問い合わせ先＞​

​　〒060-8611 札幌市中央区北１条西２丁目札幌市役所 12 階南​

​　札幌市環境局環境都市推進部　環境政策課　枝元、坂井​

​　TEL：011-211-2877　​​／　​​FAX：011-218-5108​

https://www.city.sapporo.jp/kankyo/zidousya_kankyo/jisedai_hojo.html

